
令和４年度 令和５年度から

５割
軽減

「43万円＋（給与所得者等（※注２）の数−１）×10
万円＋（28.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所
属者数（※注３））」以下

「43万円＋（給与所得者等（※注２）の数−１）×10
万円＋（29万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属
者数（※注３））」以下

２割
軽減

「43万円＋（給与所得者等（※注２）の数−１）×10
万円＋（52万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属
者数（※注３））」以下

「43万円＋（給与所得者等（※注２）の数−１）×10
万円＋（53.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所
属者数（※注３））」以下

令和４年度 令和５年度から

後期高齢者
医療支援金
等 課 税 分

20万円 22万円

〈広告欄〉

保険税均等割・平等割の軽減判定所得基準額（※注1）の引き上げ

保険税賦課限度額（上限額）の
引き上げ

問合せ先
ＴＥＬ.053–576–4585
FAX.053–576–4880保険年金課

　国民健康保険（国保）の税額は、世帯の所得水準などに応じて軽減されます。制度の
持続性を高め、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める
ため、令和５年度から次のとおり変わります。

　世帯主が国保加入者でなくても、世帯内に国保加入者がい
る場合は、世帯主に納税通知書が届きます。
　特別な事情により納付が困難な場合は、分割納付や減免な
どが認められる場合があります。お早めに保険年金課にご相
談ください。

▶�口座振替を希望するときは、同封の口
座振替依頼書をご利用ください。
▶�スマホアプリ決済サービス（PayPay、
LINEPay）での納付も可能です。
▶納付期限内の納付にご協力ください。

※注１　軽減判定所得基準額とは、世帯主および世帯の被保険者全員（特定
同一世帯所属者含む）の前年中の総所得金額等の合計、令和５年１月１日現
在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除
※注２　給与所得者（給与収入が55万円を超える人）および公的年金所得者
（公的年金等収入が、65歳未満で60万円を超える人、65歳以上で125万円を超
える人）のこと。（給与所得者等の数−１）が０未満になる場合は０とします。
※注３　特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国
民健康保険の資格を喪失した人で喪失日以降も継続して同一の世帯に所属す
る人（ただし、世帯主が変更になった場合やその世帯の世帯員でなくなった
場合は特定同一世帯所属者ではなくなります）

被保険者の負担が増えるのでしょうか？Q1 Q2

A1
A2

世帯の国保加入者の所得により異なります。従前の軽減判定基準
額より、少し世帯所得が高い場合は、負担額が減ります（軽減措置
を受けることができるようになるため）。一方、課税限度額の適用
を受けるような、世帯所得が相当高い場合は、負担額が増えます。

引き上げ後の軽減判定所得基
準額にて、軽減措置を受ける
ために手続きが必要ですか？

必要ありません。新たな基準額に
て、自動的に適用されます。

国民健康保険税の
軽減措置などが変わります

 国民健康保険税納税通知書を７月14日㈮に発送します 
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検診日 実施時間 会　場

９月１日㈮
午前中

※�密集を避けるため、
検診当日の受付時間
は、申し込み内容お
よび申し込み順を考
慮して決定します。

健康福祉センター

９月９日㈯

９月20日㈬

10月17日㈫

10月18日㈬

10月23日㈪

検診内容と定員

特定健診（20人/日）　　　　

国保Ｕ-39健診（22人/日） 　

健康ミニチェック（８人/日）

胃がんＸ線検診（30人/日）　

大腸がん検診（90人/日）　　

乳がん検診（40人/日）　　　

子宮頸
けい

がん検診（60人/日）　

前立腺がん検診（20人/日）　

肝炎ウイルス検診（10人/日）

胸部検診（80人/日）　

〈広告欄〉

電子申請なら

24時間いつでも

申し込めます！

各種検診のご案内
問合せ先

ＴＥＬ.053–576–1114
FAX.053–576–1150健康増進課

総合集団検診の
予約受け付けを開始

予約方法 
▶受付期間　※全て土・日曜日、祝日は除く
　【９月検診分】６月27日㈫～７月12日㈬
　【10月検診分】６月27日㈫～８月14日㈪
▶申込方法　電話または窓口、電子申請
▶受付時間　電話または窓口は８時30分から17時まで

お知らせ 
▶�キャンセルや申込人数の偏りによって定員数が変更にな
ることがあります。

▶�総合集団検診では、大腸がん検診を単独で受診すること
はできません。他の検診と合わせて受診してください。

▶後期高齢者健診は、総合集団検診では受診できません。
▶�台風（台風接近、大雨、暴風、洪水警報など）のときは、
延期になる場合があります。

24時間受け付け
（ただし、開始日は８時30
分から、最終日は17時まで）

電子申請での申し込みはこちらから

　６月27日㈫から総合集団検診の予約を開始します。健康福祉
センターで実施する検診バスによる検診です。複数の検診を一
度に受診することができるチャンスです。
　令和５年度は新居地域センターが改修工事のため、会場は健
康福祉センターのみで実施します。

詳細はウェブサイトからもご覧いただけます▶

11６月15日号




